稲沢市三世代すまいる支援補助事業セルフチェックシート


	補助対象に関する確認事項
１．親世帯は３年以上継続して稲沢市内の現住所に住んでおり、今後も住み続けますか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］

２．親世帯が現在住んでいる一戸建て住宅は、親世帯が所有していますか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］

３．新築する一戸建て住宅は賃貸を目的とするものではないですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］

４．新築する一戸建て住宅は子世帯が居住するためのもので、子世帯の名義で所有しますか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］

５．新築する一戸建て住宅の床面積の合計は40㎡以上ですか。・・・・・［は　い・いいえ］

６．住宅の新築に際して、遵守すべき法令等を守りますか。・・・・・・・［は　い・いいえ］

７．申請者は小学生以下の子と同居していますか。（妊娠中を含む）・・・［は　い・いいえ］

８．申請者は過去にこの補助金を受けたことがありませんか。・・・・・・［な　い・あ　る］

９．子世帯、親世帯ともに暴力団員ではありませんか。・・・・・・・・［な　い・あ　る］

1～９の全ての確認事項で「はい」又は「ない」に該当する場合のみが補助の対象になります。


補助額に関する確認事項
１０．親世帯が居住している敷地又は接している敷地に、子世帯が居住する予定ですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同隣居）  （近居）

→「はい」（同隣居）を選択した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０万円

１１．（１０．で「いいえ」を選択した場合（「近居」の場合））
子世帯は１年以上市外に居住していましたか。・・・・・・・・・・・［は　い・いいえ］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市外転入） 

→「はい」（市外転入）を選択した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０万円
→「いいえ」を選択した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５万円

※裏面に認定申請の期限に関する確認事項がございます。
[bookmark: _GoBack]認定申請の期限に関する確認事項
確認済証の交付日によって認定申請の期日が異なりますので下記の表をご確認ください。
同居・隣居の場合
	確認済証の交付日
	
	認定申請

	令和８年２月までに交付されたもので且つ工事着手前
	→
	４月末が認定申請の期日になります。

	令和８年３月以降
	→
	翌月末が認定申請の期日になります。

	未交付
	→
	交付された後に再度ご確認ください。


※確認済証の交付日が不明な場合は施工者にご確認ください。

近居の場合　（令和８年４月１日以降確認済証が交付された建物が対象となります。）
	確認済証の交付日
	
	認定申請

	令和８年４月～６月
	→
	７月末が認定申請の期日になります。

	令和８年７月以降
	→
	翌月末が認定申請の期日になります。

	未交付
	→
	交付された後に再度ご確認ください。


※確認済証の交付日が不明な場合は施工者にご確認ください。







問い合わせ先：稲沢市まちづくり部建築課　　電話：0587-32-1418



